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本書は、平成25年度の市内の環境の状況及び環境に関する施策の実施状況等を掲載してい

ます。 

 

※表紙写真：平成25年度 夏休み特別企画！親子環境講座 川の生き物調べ 

 



 

 

           

 

 

は じ め に 
 

 

 

 

 

 

廿日市市は、沿岸部、内陸部、山間部、島しょ部から構成された、自

然に恵まれ、歴史・文化・産業・地域資源の面において多様性をもつま

ちです。 

本市では、この中国山地から瀬戸内海にかけて広がる豊かで恵まれた

自然環境を将来にわたって守ることを私たちの大切な責務であると考え、

「廿日市市環境基本計画」を策定し、環境保全の取組を推進してきまし

た。 

また、平成２１年４月に、本市の多様な環境を守り、次世代に継承す

るため、「廿日市市環境都市宣言」を行い、これにあわせて改定した「廿

日市市環境基本計画」や、行動計画である「廿日市市・地域新エネルギ

ービジョン」や「廿日市市・地域省エネルギービジョン」に基づき、地

域環境の保全や地球温暖化防止に向けて取り組んでいます。 

 こうした中、二酸化炭素の排出量削減、再生可能エネルギーの普及促

進や市有財産の有効活用などを目的に、公共施設の屋根及び土地を活用

した太陽光発電システムの導入を行っているところです。 

今後も、日々変化する環境問題に適切かつ迅速に対応するため、計画

に掲げたさまざまな施策を市民・事業者との協働により推進し、「海と緑

と人が育む環境創造都市はつかいち」の実現に努めてまいります。 

 本書が、皆様の環境問題に対する理解と関心を深めていただく一助と

なれば幸いです。 
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廿日市市長  眞野 勝弘  



 

 

 

廿日市市環境都市宣言 
 

 

 

私たちのまち廿日市市は、海や山、川など恵まれた自然をもつまちで

す。豊かな緑と清らかな水を育む山々。穏やかで美しい瀬戸の海、そこ

に浮かぶ厳島神社は、悠久の時を越えて現在に至っています。 

これらの自然や歴史・文化を守り、次の世代に引き渡すことは、私た

ちの責務です。 

私たち廿日市市民は、自然への思いやりをもち「海と緑と人が育む環

境創造都市はつかいち」の実現にむけて取り組むことを、ここに宣言し

ます。 

 

○美しく豊かな自然を愛し、自然と共生した潤いのあるまちをつくりま

す。 

○資源とエネルギーを大切にし、健康で安心して暮らせるまちをつくり

ます。 

○ふるさとに愛着と誇りをもち、快適で魅力に満ちた住みよいまちをつ

くります。 

○地球に暮らす一員としての自覚をもち、持続可能な循環型のまちをつ

くります。 

○人と自然を思いやる心を育み、環境を守るために自ら行動するまちを

つくります。 
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